
◆～令和４年10月末

300点（１日につき）
（院内トリアージ実施料）

診療・検査医療機関への上乗せ措置

＋250点（初診時）
（二類感染症患者入院診療加算）

【１】新型コロナの疑い患者への外来診療の特例

特例措置（期限なし）

新型コロナの疑い患者について、
必要な感染予防策を講じた上で
実施される外来診療を評価

診療・検査医療機関（いわゆる発
熱外来）であって自治体ＨＰで公表
されている場合、疑い患者への初診

時の外来診療について評価を拡充

＋

新型コロナウイルス感染症に関する診療報酬上の特例措置（令和４年11月～）

◆令和４年11月～令和５年３月

診療・検査医療機関への上乗せ措置

＋250点（初診時）
（二類感染症患者入院診療加算）

○算定できる対象医療機関は次のいずれか（要件追加）

①新たに発熱外来を開始した場合

②既存の発熱外来を拡充した場合（「対応時間」又は「対象者」を拡充）

③その他の既存の発熱外来であって、１週間に計８枠以上対応している場合
※ 「１週間に８枠以上」とは、各日の診療・検査対応時間を午前・午後の半日につき１枠とした際に、
１週間あたりの診療・検査対応時間が合計８枠以上に該当することをいう。

○算定できる点数

・令和４年11月～令和５年２月 → ・令和５年３月

＋147点（初診時）
（療養上の管理加算相当）

発熱外来に係る上乗せ措置について

令和４年11月以降は要件等を一部見直した上で延長



○算定できる対象医療機関は次のいずれか（要件追加）

①新たに電話等診療を開始した場合（令和4年12月末までの開始が条件）

②既存の対応医療機関であって、
・土日等も電話等診療に対応する体制あり（土日または時間外に週３時間以上対応）
・かつ、１週間に８枠以上対応する体制あり

○算定の条件（要件追加）
・電話等の診療への対応を公表すること
・季節性インフルに対応する体制もあること

○算定できる点数（初回に限る）

250点（１日につき）
（二類感染症患者入院診療加算）

重症化リスクの高い者に係る上乗せ措置

＋147点（１日につき）
（慢性疾患を有する定期受診患者への
電話等による臨時的な医学管理料相当）

【２】自宅・宿泊療養患者への電話等を用いた診療の特例

特例措置（期限なし）

自宅・宿泊療養中の新型コロナ

患者に対して電話等を用いて

実施される初診・再診を評価

自宅・宿泊療養中の新型コロナ患
者のうち、重症化リスクの高い者
（※１）に対して、地域において役割
を有する医療機関（※２）が、電話等
により行った初診・再診について
評価を拡充

（※１）重症化リスクの高い者 ①65歳以上の者、②40歳以上65歳未満の者のうち重症化リスク因子を複数持つ者、③妊娠している方

（※２）地域において役割を有する医療機関 ①保健所等から健康観察に係る委託を受けている医療機関 ②診療・検査医療機関(公表している医療機関に限る)

新型コロナウイルス感染症に関する診療報酬上の特例措置（令和４年11月～）

◆～令和４年10月末 ◆令和４年11月～令和５年３月

＋147点（初回のみ算定可）
（慢性疾患を有する定期受診患者への
電話等による臨時的な医学管理料相当）

重症化リスクの高い者に係る上乗せ措置

重症化リスクの高い者に係る電話等診療の上乗せ措置を

令和４年11月以降は要件等を一部見直した上で延長

＋


